
公 示 
 
 沖縄総合事務局総務部が発注する石垣島農業水利事業 宮良加圧機ポンプ設備更新工事は、

一般競争入札により行うこととし、特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）によ

る競争参加を認める。当該共同企業体の資格審査申請の受付の期間及び方法を次のとおり公示す

る。 
 

令和７年 12 月 12 日 

沖縄総合事務局長 小八木 大成       
 
 
１ 工 事 名  石垣島農業水利事業 

宮良加圧機ポンプ設備更新工事 
 
２ 工事場所   沖縄県石垣市字宮良地内 
 
３ 工事概要  本工事は、石垣島農業水利事業計画に基づき、宮良加圧機場のポンプを更新す

るものである。 
       （１）宮良加圧機場ポンプ設備撤去 
       （２）宮良加圧機場ポンプ設備製作据付 
         １）３号幹線（加圧ポンプφ125）    １台 
         ２）３号幹線（保圧ポンプφ50）     １台 
         ３）４号幹線（加圧ポンプφ250）    ２台 
         ４）４号幹線（保圧ポンプφ65）     ２台 
         ５）６号幹線（加圧ポンプφ125）    １台 
         ６）６号幹線（保圧ポンプφ50）     １台 
       （３）吸吐出管類          １式 
       （４）弁類    １式 
       （５）補機付帯設備（圧力タンク）  １式 
       （６）受変電・配電設備   １式 
       （７）操作設備    １式 
       （８）計装設備    １式 
       （９）予備品・付属品   １式 
       （10）土木工事    １式 
 
４ 工事区分  機械設備工事・農林土木工事 
 
５ 資格審査申請書類の受付期間、受付場所及び提出方法 

(1) 受付期間 

令和７年 12 月 12 日～12月 26 日 午後４時 30 分まで（行政機関の休日は除く。）。 



(2) 受付場所 

〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち２丁目１番１号 

沖縄総合事務局総務部会計課 支出負担行為第二係（電話 098-866-0031 内 81341） 

(3) 提出方法 

持参、郵送（簡易書留に限る。）により提出すること。電子メールにより提出したい場合

は、 以下の URL より、会社名及び連絡先等を明記の上、タイトル欄に案件名、コメント

欄に一般競争参加資格審査申請書等の提出を希望する旨を記入し送信すること。  

URL： https://www.ogb.go.jp/soumu/mail_form/kaikei-futan-form 

 

６ 共同企業体としての資格要件等 

(1) 構成員の数 

２又は３社とする。 

(2) 共同企業体の構成員及び共同企業体としての資格要件 

令和７年 12 月 12 日付け入札公告の石垣島農業水利事業 宮良加圧機ポンプ設備更新

工事に係る競争参加資格要件を全て満たしていること。 

(3) 結成方法 

自主結成とする。 

(4) 出資比率要件 

各構成員の出資比率は、２社の場合は 30％以上、３社の場合は 20％以上であること。 

(5) 代表者要件 

代表者は、円滑な共同施工を確保するため、中心的役割を担う必要があることから、同

一の等級の者の間ではより施工能力の大きい者とする。 

また、代表者の出資比率は、構成員中最大である者とする。 

(6) 有効期間 

 共同企業体の有効期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間とす

る。 

① 発注工事の契約の相手方となった者 

競争参加資格が決定されたときから工事請負代金の完成払いをしたときまで。 

② 発注工事の契約の相手方とならなかった者 

競争参加資格が決定されたときから契約の相手方が決定したときまで。 

 

７ 資格審査申請書類 

(1) 一般競争参加資格審査申請書 

別記様式１により提出すること。 

(2) 特定建設工事共同企業体協定書 

２又は３社間で交わした協定書の副本を提出すること。 

 

８ 資格審査結果の通知 

資格審査の結果は、沖縄総合事務局長から資格認定通知書を令和８年２月 26日までに通知

する。 

 



９ 競争参加資格の確認 

共同企業体の資格審査申請をする者は、併せて支出負担行為担当官沖縄総合事務局総務部

長が公示する入札参加資格の確認を受けること。 

 

10 その他 

(1) 共同企業体の名称は、代表者社名・構成員社名 石垣島農業水利事業 宮良加圧機ポンプ

設備更新工事 建設工事共同企業体とする。 

(2) 詳細は入札説明書による。 

(3) 申請手続きについて不明な点があれば、５(2)に照会すること。 


